
動画カメラ利用規程 

２０２３．４．１制定 

「わらべ館」に設置された動画カメラの映像等の視聴方法等について、次のとおり規程を定めます。ご

視聴等をいただくには、この規程に同意のうえ、遵守いただく必要がございます。目的外の利用の事例が

多々みられますと、運用に支障を来す重大な懸念が生じてまいりますので、必ずお読みいただき、本規程

の遵守をお願いします。 

 

１ 動画カメラ設置目的等 保護者様が、自らが「わらべ館」に預けられたお子様の様子を外部から見る

ことができることを目的とします。なお、動画カメラの仕様、設置場所、撮影時間等については、わら

べ館が任意に判断するものとします。 

 

２ 目的外利用の禁止 上記１の目的以外の利用は禁止させていただきます。(1)録画、録音、(2)録音・

録画したものを他の保護者様を含む第三者に提供もしくは共有すること、(3)保護者様が自らのお子様

を預けていない時間帯に視聴すること等は目的外利用に該当しますので、ご留意ください。 

 

３ パスワードの管理 動画の視聴に関し必要となるパスワードはわらべ館が任意に設定、変更します。

保護者様は、パスワードを厳重に管理し、第三者に開示しないでください。 

 

４ 同意事項 上記１の目的に照らし、動画カメラにより、保護者様が預けられたお子様の様子が当該

保護者様以外の第三者に視聴されることについて、ご同意いただきます。 

 

５ 動画カメラの運用・映像提供時間 わらべ館が動画を提供する時間は、原則として、わらべ館でお子

様を預かっている時間帯に限られるものとします。ただし、わらべ館が業務上の理由により、任意に設

定できるものとします。 

 

６ 動画カメラの運用の停止・廃止 わらべ館は、業務上の必要等の理由により、動画カメラの運用を任

意に停止、変更または廃止できるものとします。 

 

７ 動画の視聴の制限 わらべ館は、本規程に違反する保護者様の視聴を停止または禁止する措置をと

らせていただく場合があります。ただし、わらべ館は、他の保護者様その他の第三者に対し、当該措置

の効果を保証するものではありません。 

 

８ 利用方法等 動画の視聴に必要な機器・ソフトについては保護者様ご自身で準備していただきます。

なお、当該機器・ソフトの不具合についてわらべ館は責任を負いません。 

 

９ 免責 わらべ館は、保護者様及び第三者が本規程に違反して動画カメラを利用した場合その他の違

反行為について、一切責任を負わないものとします。なお、わらべ館は、本規程の違反に起因する保護

者様間または保護者様・第三者間の紛争についても一切責任を負いません。 

 

10 本規程の改訂 この規程の改訂については、わらべ館の HP（http://www.warabekan-kochi.com/）

に掲載して皆様に告知し、その後に動画カメラを視聴いただいた場合には改訂後の規程にご同意いた

だいたものとみなして取り扱います。 

11 専属的合意管轄裁判所 万が一、本規程に関し紛争を生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所

は、訴額に応じ高知簡易裁判所もしくは高知地方裁判所とします。 

 以上 


